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阿波保健福祉センター・浴室棟、阿波森林公園及び阿波地域農産物等活用型総合

交流促進施設「あば交流館」の指定管理者の法人格変更に伴う選定結果について

津山市では、「津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、令和４年４月か

ら「阿波保健福祉センター・浴室棟、阿波森林公園及び阿波地域農産物等活用型総合交流促進施設「あ

ば交流館」」を管理運営している現指定管理者について、法人格の変更が行われることとなったため、同

条例の規定により、学識経験者等で構成する指定管理者審査委員会における意見聴取の結果、下記のとお

り選定しましたのでお知らせします。

なお、選定された現指定管理者については、指定団体を変更する議案を３月議会へ付議し、可決された

場合には、令和５年４月１日から法人格変更後の団体として、本施設の運営に当たることとなります。

記

１ 施設概要

２ 指定管理者

(1) 団体名

変更前 阿波施設運営共同事業体

代表団体 阿波養魚組合

変更後 阿波施設運営共同事業体

代表団体 あば株式会社

(2) 構成団体

① 企業名 あば株式会社

所在地 津山市阿波３１０８－４

代表者名 代表取締役 小椋 章光

② 企業名 あなみ株式会社

所在地 津山市阿波１１７０

代表者名 代表取締役 田中 弘

③ 企業名 株式会社ダイブ

所在地 東京都新宿区新宿２－８－１新宿セブンビル１０Ｆ

代表者名 代表取締役 庄司 潔

施設名 阿波保健福祉センター・浴室棟 阿波森林公園
阿波地域農産物等活用型総合交

流促進施設「あば交流館」

所在地 津山市阿波１１９８番地 津山市阿波３１１５番地他 津山市阿波１２００番地

敷地面積 ３，００６ｍ2（保健福祉棟含む） ３２，４７３ ㎡ ３，７１５ ㎡

延床面積
５５５．９５ ㎡

（露天風呂、地下機械室を除く）

５６６．６２ ㎡ ７０５．７０㎡



３ 指定期間

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで

４ 審査委員会 （敬称略）

５ 選定の概況

(1) 選定理由について

現指定管理者の代表団体が、今後の持続可能な事業展開と安定的な経営体制を整えることを目的に、

新たに設立した株式会社へ移行するとの申出を受け、学識経験者等で構成する指定管理者審査委員会

において、法人格変更後の団体による運営について、現指定管理者に対する意見聴取・審査を行いま

した。

審査の結果、各審査基準に係る事項の評価点及び合計が一定水準以上を取得できていたこと、また、

指定管理者の法人格が変更されても事業の効率的な運営を進めることができるものと判断し、法人格

変更後の団体による運営について選定しました。

(2) 審査結果一覧

審査結果については以下のとおりです。

※評価点数は、審査委員５名の平均値とする。

※評価点は７４．６点であり、一定水準（１００点×６０％＝６０点）以上の評価点に達している。

役 職 氏 名 役 職 等

委員長 藤井 浩次 津山市地域振興部長

委 員

小山 京子 美作大学教授

河本 泰輔 岡山県美作県民局地域づくり推進課長

畑田 泰則 津山市地域振興部次長 兼 阿波出張所長

河野 茂夫 津山市地域振興部地域づくり推進室長

審査基準 配点 阿波施設運営共同事業体

運営経費に関する事項 １５点 ４．０点

申請団体に関する事項 ５点 ４．４点

管理運営に関する事項 １５点 １２．０点

事業運営に関する事項 ４５点 ３８．６点

サービス提供体制に関する事項 ２０点 １５．６点

合 計 １００点 ７４．６点


